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印西市水道事業経営戦略改訂版 
 

団  体  名：  印 西 市               

事  業  名：  印 西 市 水 道 事 業         

策  定  日：  令和４(2022)年３月           

計 画 期 間：  令和４(2022)年度～令和１８(2036)年度  

 

１．事業概要 

（１） 事業の現況 

① 給水 

供用開始年月日 

(旧印西町) 

昭和５７(1982)年 

１０月２日 
計画給水人口 ３８,７１０人 

法適(全部・財務) 

・非適の区分 
法適 

現在給水人口 １７,７８０人 

有収水量密度 １.５３千ｍ3/ha 

 

② 施設 

水源 □表流水 □ダム □伏流水 ■地下水 ■受水 □その他 

施設数 

浄水場設置数 ０ 

管路延長 １３３千ｍ 

配水池設置数 ３ 

施設能力 ７,９２０ｍ3/日 施設利用率 ６１.１６％ 

 

③ 料金 

料金体系の 

概要・考え方 

本市の料金体系は、基本料金と従量料金の段階

別逓増方式となっております。 

なお、平成２６(2014)年３月３１日までは「印西

地区」、「印旛地区」で料金体系が異なっておりまし

たが、平成２６(2014)年４月１日より料金を統一

しております。 

料金改定年月日 

（消費税のみの改定は含まない） 
平成２６(2014)年４月１日 
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④ 組織 

令和２(2021)年４月より下水道事業に地方公営企業法を全部適用したことから、本

埜支所に配置していた水道事業(水道課)を本庁舎に移転し、水道事業と下水道事業の

組織を統合し上下水道部となり現在に至っています。 

上下水道部の組織体制は１部２課で構成されており、令和３(2021)年４月１日時点

では、全体で１９名、うち水道事業は７名の職員が在籍しています。（事務職４名、

技術職３名、うち定年後の再任用職員１名を含む平均年齢は 46.0歳） 

 

 

 

（２） これまでの主な経営健全化の取組 

① 民間活力活用の取組状況 

料金徴収・検針業務、施設の維持管理等において、外部委託を行い、職員数の削減

や経費の縮減に努めてきました。 

 

② 組織体制 

令和２(2021)年４月より下水道事業に地方公営企業法を全部適用したことから、効

率的な事業の運営と市民サービスの向上を図るため、水道事業を本庁舎に移転し、組

織を統合し上下水道部として同じフロアで業務を実施し、あわせて緊急時における体

制の強化を図りました。 

 

③ 施設の統廃合の取組状況 

印旛配水場と松崎配水場の統廃合の検討については、現在の配水ポンプの能力では

不足があることから、当該区間の統合整備は見送り、新たに平岡配水場と松崎配水場

の統廃合について比較検討を行っていきます。 
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（３） 経営比較分析表を活用した現状分析 

本市水道事業の経営状況を示す「経営比較分析表」から、経営の健全性・効率性、財

務の健全性、施設の効率性、老朽化の状況について分析しました。分析に用いた「経営

比較分析表」につきましては末尾に添付しました。 

 

① 経営の健全性・効率性 

経営の健全性・効率性については、経常収支比率が１００％を超え、累積欠損金が

生じていないことから、ある程度効率的な経営ができているといえます。 

一方で、料金回収率が７８．０３％と１００％未満となっていることから、給水費

用を回収するための十分な料金収入を確保できていない事がわかります。これは、県

内類似団体平均や全国平均と比較して給水原価が非常に高い水準にあることが大き

な原因となっています。 

しかし、給水原価は水源や水質に起因する要素が大きく、特に本市水道事業は水源

の約９０％を受水に依存していることから、直ちに改善することが難しい課題でもあ

るため、中長期的な観点で改善に取り組んでいく必要があります。 

 

② 財務の健全性 

財務の健全性については、流動比率が１，３７０．２２％と１００％を大きく超え

ており短期的な流動性が確保できている状況です。一方、現金資産等の流動資産が企

業債等の流動負債より多い状況は短期的には良いですが、長期的に見ると、今後の施

設整備に対して財源を現金資産だけに依存する状況にはリスクがあります。 

また、企業債残高対給水収益比率が県内類似団体平均や全国平均と比べて非常に低

く、地方公営企業として、また世代間の公平性といった観点から適切に起債を活用で

きているか、検証が必要な水準にあります。 

 

③ 施設の効率性 

施設の効率性については、施設利用率が県内類似団体平均及び全国平均と同水準に

あり、有収率は９０％以上を維持していることから、施設を遊休化せずに効率的に利

用できていることがわかります。 

しかしながら、施設利用率は平成３０(2018)年度以降は下降傾向で推移しているた

め、今後も下降傾向が継続する場合、施設のダウンサイジング等の検討も必要になっ

てくることから、施設利用状況や適正規模について注視が必要です。 
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④ 老朽化の状況 

老朽化の状況については、本市水道事業の配水管整備は昭和５２(1977)年度からで

あり、令和２(2020)年度末時点で法定耐用年数の４０年を超えている配水管は全体の

約９％と老朽化が進んでいる状況にはありません。 

しかし、今後１５年間に耐用年数を超える資産が急速に増加していくことから、中

長期を見通した更新計画を立て、計画的に更新を行っていく必要があります。 

また、有形固定資産減価償却率は上昇傾向で推移していることから、法定耐用年数

を迎えている設備の更新を適切な時期に行えているか等の検証も必要です。 

 

 

２．将来の事業環境 

（１） 給水人口の予測 

本市水道事業の給水区域における給水区域内人口と給水人口を推計しました。推計

は配水場系統ごとに、平成２３(2011)年度から令和２(2020)年度までの過去１０年間

の実績を考慮しました。 

推計の結果としては、給水区域内人口と給水人口の実績は減少傾向にあり、今後も

現状と同様の減少傾向が続いていくと見られます。給水普及率は配水管の新設等によ

る増加が今後も見込まれることから、給水人口の減少傾向は給水区域内人口の減少傾

向よりも緩やかになります。 
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（２） 水需要の予測 

水需要についても、配水場系統ごとに、平成２３(2011)年度から令和２(2020)年度

までの過去１０年間の実績を考慮して、水使用用途別に推計しました。ただし、令和

２(2020)年度については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により特異な傾向が見

られましたので、特異な傾向が見られるものについては、平成２３(2011)年度から令

和元(2019)年度までの過去９年間の実績を勘案しました。 

推計の結果としては、各配水場とも実績と同様の減少傾向が続いていくものとなり

ました。ただし、印旛配水場系統においては、次期中間処理施設及び周辺施設の稼働

により給水量の増加が見込まれることから、推計期間における水需要のピークは、次

期中間処理施設及び周辺施設の稼働開始予定の令和１０(2028)年度なります。 
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（３） 料金収入の見通し 

料金収入は、水需要予測結果の有収水量を基に、１ｍ3 あたりの供給単価を有収水

量に乗じて算出します。算出に使用する１ｍ3 あたりの供給単価は令和元(2019)年度

の実績単価２４８．３８円を使用します。下図が令和２(2020)年度から令和４３

(2061)年度までの料金収入の予測結果になります。 

令和２(2020)年度に４１４百万円だった料金収入は、有収水量の減少に伴い令和９

(2027)年度まで減少した後、令和１０(2029)年度に印旛配水場系統の有収水量増加に

より料金収入も４３７百万円に増加しますが、その後は給水人口の減少に伴い、料金

収入は徐々に減少し、経営戦略期間の最終年度となる令和１８(2036)年度には４２４

百万円になります。 
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（４） 施設の見通し 

① 配水場の耐震化及び更新 

・平岡配水場 

平岡配水場は、耐震診断を実施した結果、既設配水池は耐震性能不足と診断されて

いることから、今後、耐震対策のために既設配水池に代わる新設配水池の築造工事を

行う計画としています。 

新設配水池の形式構造に関しては、これまでに検討してきた地上式のステンレス構

造とします。既存の半地下式配水池から地上式配水池に切り替えるため、配水池から

配水ポンプへの流入管や配水ポンプについても整備を計画しています。 

 

・印旛配水場 

印旛配水場については耐震診断を実施しており、配水池の耐震補強が必要であると

診断されています。一方で、印旛配水場の施工年度は第１期が昭和６１(1986)年度と

なっていることから、当面は法定耐用年数を迎える施設はありません。 

印旛配水場の東側の地区には印旛中央地区土地区画整理事業が計画されており、こ

の区画整理事業計画によっては、印旛配水場の施設能力を拡張する必要があります。

このことから、印旛中央地区土地区画整理事業の計画が確定した後に印旛配水場の耐

震化を計画しますが、現状では必要な整備内容は未確定となっています。 

 

・松崎配水場 

松崎配水場に関しては、耐震性能を十分に備えた施設となっているため、耐震対策

工事の必要はなく、施工年度も平成１７(2005)年度であり、当面は法定耐用年数を迎

えない施設であることから、計画期間中に整備工事が必要となるものはありません。 

 

・自己水源 

平岡配水場と印旛配水場で用いている自己水源(深井戸)については、代替水源が確

保できるまでの暫定の水源として取水許可を得ており、代替水源となる霞ケ浦導水が

運用を開始した場合、自己水源の取水許可が得られなくなる見込みです。そのため、

取水許可が得られなくなった後、２箇所の自己水源は廃止する方針としています。 

 

② 配水管の新設 

印西地区環境整備事業組合が進めている次期中間処理施設整備に合わせた管路整

備とともに、平成２６(2014)年度の給水区域拡張届出により給水区域に追加された大

森地区(印西中学校周辺)、本埜地区(本埜支所周辺)への配水管布設を計画しています。  
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配水管新設にあたっては水道への加入見込みや、費用対効果、滞留水対策を考慮し

て事業を行う必要があります。 

また、管路事故の発生により給水が滞ることのないよう、小林地区への配水本管(基

幹管路)のバイパス管整備を計画しています。 

 

③ 配水管の更新 

一部の橋梁添架管には漏水の痕跡が見られるものがあり、管路事故が懸念されるこ

とから、木下橋、弁天橋及び六軒橋に関しては順次更新を計画しています。 

配水管については、現状では法定耐用年数を超過しているものはごく一部に留まっ

ていますが、今後は区画整理事業等によって集中的に布設された管路が法定耐用年数

を超過し、急激に法定耐用年数を超過した管路が増加していく見通しです。 

 

④ 機械・電気・計装設備の更新 

これまでは、平岡配水場及び松崎配水場系統と印旛配水場系統では監視システムが

異なっていることから、監視システムを統合することを検討していましたが、既存の

監視システムでも緊急時の対応も可能なことから統合は先送りし、平岡配水場及び松

崎配水場系統の監視システムを更新しました。現状での監視システム統合に関しては

緊急性や優先度は低くなっていることから、統合は今回計画では見込まないものとし、

次期計画以降で検討するものとします。 

その他に、各配水場の既存設備については、法定耐用年数を超過しているものもあ

りますが、現状と同様に定期的な点検・修繕により設備の長寿命化を図ったうえで、

適切なタイミングでの更新を続けていく必要があります。 

 

（５） 組織の見通し 

職員数は令和３(2021)年４月１日時点で水道事業は７名（うち再任用職員１名）と

なっています。今後急速に老朽化していく配水管の更新を推進していくための適正な

職員数や配置について検討を行う必要があります。 

業務・工務の技術・知識継承の面では、水道事業経験を有する再任用職員などのベ

テラン職員の活用と合わせて長期的な人員配置による人材の育成に努めていきます。 
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３．経営の基本方針 

上記の事業の現況と将来見通しから、印西市水道事業が将来にわたって事業を継続し

ていくために、今後取り組んでいく施策を体系立てて整理した経営の基本方針は以下の

とおりです。 

 

 

 
 

  

基本目標 基本方針 施策 取り組み

将来像　安全で良質な水を供給し続ける水道に

赤水対策 定期的な管洗浄

持続

適切な資産管理
アセットマネジメントの

継続
アセットマネジメントの充実

資産の合理化

施設の統廃合の検討 施設の統廃合の検討

管路のスペックダウンの
検討

復旧資材の備蓄

庁内連携の協議

管路のスペックダウンの
検討

経営基盤の強化
水道事業の広域化の

検討
近隣事業体との広域化の検討

安全
安全で良質な水の

供給

集中監視システムの強化 集中監視システムの強化

強靱

適切なサイクルでの
更新

定期的な点検・修繕による
長寿命化

定期的な点検・修繕

更新計画に基づく更新 更新計画の実施と見直し

耐震化の推進 耐震化の推進 耐震化計画の実施と見直し

危機管理体制の確立

復旧資材の備蓄

災害時の庁内連携の構築

将来像 安全で良質な水を供給し続ける水道に

※アセットマネジメント（資産管理）とは 

水道事業におけるアセットマネジメントとは、水道事業が保有する施設や設備、管路についての 

中長期的な更新見通しと更新を実施するための財政収支見通しを把握し、日常的な維持管理に活用

していくことをいいます。 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別紙のとおり 

 

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 安定した給水の確保と効率的な維持管理の実現 

 

建設改良費は、施設整備事業費及び調査・設計委託費を含んだ税込金額になってお

ります。 

なお、建設工事に伴う人件費等の建設事務費につきましては、職員数は現状と同じ

とし、令和３(2021)年度予算額に賃金上昇を考慮した費用としました。また、令和７

(2025)年度から、工事量の増加に対応するために職員の増員を見込み、資本的支出に

おける人件費を一人分増加させています。 

 

Ⅰ 配水場の更新・耐震化 

耐震性能が不足と判断された配水池の耐震化を、平岡配水場については既存の計

画通り既設配水池の代替となる配水池を築造する計画として、印旛配水場について

は印旛中央地区土地区画整理事業の進捗により整備するものとします。 

 

・平岡配水場配水池築造工事 

平岡配水場の配水池築造については、前回経営戦略において令和５～６(2023～

2024)年度に既設配水池に代わる配水池を築造する計画としていました。 

今回計画においてもこの方針を継承するものとしますが、設計における検討事項

が多岐にわたることから設計期間を２年間とし、また、他の更新工事の実施時期を

考慮して、新設配水池の築造工事を令和１２～１３(2030～2031)年度に行うものと

しました。 

新設配水池の規模については、配水池を築造する令和１３(2031)年度の給水人口

と一日最大給水量の予測値から水道施設設計指針に基づいて必要容量を算定し、有

効容量２，４００ｍ3の配水池を築造するものとしました。 

 

対 象：平岡配水場配水池築造工事、配水ポンプ設備工事 

時 期：令和１０(2028)年度から令和１４(2032)年度 

事業費：６億８，５７０万円 
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Ⅱ 各配水場の既設設備更新 

各配水場の既存設備の更新については、点検・修繕による長寿命化を考慮した更

新計画を策定しており、今回計画では現状の設備の状況を踏まえ、更新時期と更新

費用の見直しを行いました。 

 

対 象：平岡配水場、印旛配水場、松崎配水場 

時 期：令和４(2022)年度から令和１８(2036)年度 

事業費：１５億８，６４０万円 

 

Ⅲ 配水管新設 

吉田地区において印西地区環境整備事業組合が進めている次期中間処理施設整

備に合わせた管路布設を継続するとともに、未給水区域の大森地区と本埜地区への

配水管布設、小林地区における配水本管（基幹管路）のバイパス管整備を計画しま

す。 

ただし、未給水区域への配水管布設実施に当たっては、加入見込みを考慮し、費

用対効果等に留意して事業を行う予定です。 

 

対 象：吉田地区配水管、大森地区配水管、小林地区バイパス管、 

本埜地区配水管 

時 期：令和４(2022)年度から令和１４(2032)年度 

事業費：１１億２，７４０万円 

 

Ⅳ 配水管更新 

橋梁添架管の更新については、計画立てて実施していましたが、更新工事実施に

当たっては管路内の清掃が必要になったことから、洗管の期間を考慮して更新を行

うものとしました。 

配水管については、現状では老朽化は見られていませんが、今後、区画整理事業

により集中的に整備された管路が一斉に更新時期を迎えるため、更新工事の平準化

を図りながら、老朽管の更新に取り組んでいきます。 

 

対 象：橋梁添架管、老朽管更新・耐震化 

時 期：令和６(2024)年度から令和１８(2036)年度 

事業費：１０億３，２３０万円 
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各事業の時期と金額を図示すると以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 
収益的収支・資本的収支積み上げによる 

将来見通しの策定、料金水準の妥当性評価 

 

財政計画は、令和４(2022)年度から本計画の目標年度である令和１８(2036)年度ま

での財政及び財源の収支試算を行いました。 

財政収支の検討に用いる各項目は、平成２８(2016)年度から令和２(2020)年度まで

の決算額の平均や、令和３(2021)年度予算額を基礎とし、投資計画で想定される変動

要素を考慮しました。 

また、収益的収入については消費税を除く金額としています。 

 

Ⅰ 将来値の設定(年間有収水量) 

年間有収水量は、別途推計した一日平均有収水量に年間日数を乗じて算出しまし

た。 
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Ⅱ 将来値の設定(収益的収支の収入の部) 

・給水収益 

給水収益は、年間有収水量に令和元(2019)年度決算の１ｍ3 あたりの平均供給単

価２４８．３８円/ｍ3を乗じて算出しました。 

また、将来を見据えたうえで必要な更新事業の実施により、令和１３(2031)年度

から収支不均衡となるため、この改訂版経営戦略の計画期間中において令和１３

(2031)年度と５年後の令和１８(2036)年度に料金改定を見込み収支の均衡を保つ

設定としました。 

 

・負担金 

消火栓の維持管理に掛かる負担金として、令和２(2020)年度決算額を一定として

設定しました。 

 

・補助金 

補助金は各計画年度における資本費や給水原価などの要素を加味したうえで、操

出基準に基づき他会計補助金の算出を行いました。 

 

・その他収益 

平成３０(2018)年度から令和２(2020)年度までの決算額の平均値に準じて一定

に設定しました。 

 

Ⅲ 将来値の設定(資本的収支の収入の部) 

・企業債 

計画期間中の企業債の新規借入は見込んでいません。 

 

・他会計出資金 

「高料金対策補助金（基準外）及び出資金の支出の考え方（H28.3.7）」に基づき

新規整備の工事費及び事務費分（工事費の５％）を加算した金額としました。 

 

・工事負担金 

吉田地区において印西地区環境整備事業組合が進めている次期中間処理施設整

備に合わせた管路布設工事に対する負担金については「次期中間処理施設整備事業

に係る水道施設整備に関する基本協定書」に基づく金額を見込みました。 
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Ⅳ 将来値の設定(資本的収支の支出の部) 

・建設改良費 

投資計画による事業費を見込みました。 

 

・企業債償還金 

令和２(2020)年度決算までに借り入れた企業債に対する償還予定額を見込みま

した。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

・人件費 

人件費については、職員数は現状と同じとし、令和３(2021)年度予算額に賃金上

昇を考慮した費用としました。また、令和７(2025)年度から、工事量の増加に対応

するために職員の増員を見込み、収益的支出と資本的支出における人件費を一人分

増加させています。 

 

・受水費 

受水費は、基本料金（調整基本料金含む。以下同じ。）と従量料金に分けて算出しま

した。基本料金、従量料金の対象となる水量については、水需要予測結果を元に別途

策定した水源計画により設定しました。 

受水料金単価につきましては、現行と同額の基本料金１４１円/ｍ3、従量料金１６

円/ｍ3と設定し、基本料金単価、従量料金単価とも値上げは見込まないものとしまし

た。 

 

・動力費と薬品費 

電力料金等の動力費と、消毒に使用する薬品の薬品費は、配水量等に比例するため、

令和２(2020)年度決算における水量１ｍ3 あたりの単価に、将来の配水量等と物価上

昇率を乗じて算出しました。 

 

・その他経費 

その他に経費につきましては、近年の決算額の平均値または令和３(2021)年度予算

額に物価上昇率を考慮したものとしました。 

 

・減価償却費 

減価償却費は、現在までに取得した資産に対する予定額と、投資計画により新たに

取得する資産に対する算定額を見込みました。 
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（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 投資について検討状況等 

民間の資金・ノウハウ等の 

活用（PFI・DBOの導入等） 

近隣団体や同規模団体等の動向を注視し、引き続き調

査していきます。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 

今後運用が見込まれない施設・設備は廃止をします。 

また、人口減少に伴う有収水量の減少が想定されるた

め、人口動態を考慮した施設規模、設備の必要性を検証

し費用対効果を鑑みて統合を検討していきます。 

管路につきましては、計画期間において緊急性の高い

ところを重点的に更新していきます。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

配水管の更新に際しては、適切な口径となるよう検討

していきます。 

施設・設備の長寿命化等の 

投資の平準化 

定期的な点検・修繕を行うことで、長期間にわたって安

定的に使用できるように長寿命化を図ります。 

広域化 県内の動向を注視し、引き続き調査していきます。 

 

② 財源について検討状況等 

料金 

本計画の投資・財政計画において、令和１３(2031)年度

から収支不均衡となるため、計画期間中において再度収

支を見込み料金改定を検討していきます。また、投資・財

政計画を基に、給水収益、繰入金、企業債といった財源の

バランスを勘案しながら、引続き適正な水道料金水準を

検証していきます。 

企業債 

今回計画では、企業債の新規借入は見込んでいません

が、現役世代と将来世代間での費用負担の公平性を考慮

すると、企業債の適切な活用も検証が必要であり、今後

は適正な水準での企業債の新規借り入れも視野に検討し

ていきます。 

繰入金 

繰入れの制度や状況の変化等を注視し、経営への影響

を考慮し必要な対応を一般会計担当課と協議していきま

す。 
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資産の有効活用等による 

収入増加の取組 

配水場の統合等により遊休資産が発生した場合は売却

についても検討していきます。 

その他の取組 

更新計画の策定により今後必要な事業費を明らかにし

た後、事業の財源構成(国県補助金、企業債、自己資金等)

について改めて検討していきます。 

 

③ 投資以外の経費についての検討状況等 

委託料 

委託の広域化や包括的民間委託等、更なる効率化や合

理化による経費削減について検討し、上水道事業サービ

スの質の向上に努めます。 

修繕費   

動力費   

職員給与費 

今後、大規模な更新工事が必要になり、業務量の増大が

見込まれることから、職員の増員を計画し、民間委託の

活用等による業務の効率化を図りながら、円滑な業務遂

行に努めます。 

 

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

経営戦略の事後検証、 

更新等に関する事項 

本経営戦略については概ね３年から５年に一度、見直

しを図って参ります。ＰＤＣＡサイクルを回すことで、

計画が実現に至るよう進行管理して参ります。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

  Ｐ（Ｐｌａｎ：計画立案） 

  ↓ 

  Ｄ（Ｄｏ  ：実践  ） 

  ↓ 

  Ｃ（Ｃｈｅｃｋ：点検・評価） 

  ↓ 

  Ａ（Ａｃｔｉｏｎ：見直し） 

 

 



総務省様式第２号_（法適用企業・収益的収支）

（単位：千円，％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度

〔決算〕 〔決算〕 〔決算〕 〔決算〕 〔決算〕 〔予算〕 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値

１． (A) 422,791 430,265 420,923 413,687 414,855 422,170 411,325 410,721 408,878 407,064 406,339 406,449 438,070 438,160 436,256 461,887 445,195 443,234 442,300 441,355 482,973 

(1) 421,949 428,321 420,097 412,017 413,579 420,964 410,049 409,445 407,602 405,788 405,063 405,173 436,794 436,884 434,980 460,611 443,919 441,958 441,024 440,079 481,697 

(2) (B) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(3) 842 1,944 826 1,670 1,276 1,206 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 

２． 321,114 288,978 255,724 208,422 228,124 267,211 211,250 181,713 185,558 188,105 175,301 179,034 180,740 178,401 179,129 179,692 186,162 180,844 185,839 186,815 192,775 

(1) 148,882 158,958 147,597 125,360 139,922 140,142 137,461 106,493 108,928 109,506 113,738 117,939 117,510 116,579 118,067 120,058 126,753 122,179 127,435 128,386 134,172 

123,429 130,956 121,597 125,360 139,922 140,142 137,461 106,493 108,928 109,506 113,738 117,939 117,510 116,579 118,067 120,058 126,753 122,179 127,435 128,386 134,172 

25,453 28,002 26,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(2) 64,975 71,582 66,119 65,903 69,648 86,836 54,926 56,186 57,416 59,205 41,933 41,232 43,126 41,482 40,525 38,905 38,483 37,537 37,151 36,967 36,924 

(3) 107,258 58,438 42,008 17,158 18,554 40,233 18,863 19,034 19,214 19,394 19,630 19,863 20,104 20,340 20,537 20,729 20,926 21,128 21,253 21,462 21,679 

(C) 743,906 719,244 676,647 622,109 642,979 689,381 622,575 592,434 594,436 595,169 581,640 585,483 618,810 616,561 615,385 641,579 631,357 624,078 628,139 628,170 675,748 

１． 607,720 603,613 592,967 588,994 582,577 658,241 563,450 569,609 571,090 580,984 574,481 573,909 599,005 601,623 604,483 615,720 603,824 611,995 612,845 623,549 634,511 

(1) 60,892 64,984 57,214 57,054 45,425 51,458 51,534 51,761 51,988 60,388 60,654 60,921 61,189 61,458 61,729 62,000 62,273 62,547 62,822 63,099 63,376 

27,265 29,878 27,132 27,037 22,244 22,936 23,037 23,138 23,240 27,072 27,191 27,311 27,431 27,552 27,673 27,795 27,917 28,040 28,163 28,287 28,412 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

33,627 35,106 30,083 30,017 23,181 28,522 28,497 28,622 28,748 33,316 33,463 33,610 33,758 33,906 34,055 34,205 34,356 34,507 34,659 34,811 34,964 

(2) 403,762 390,448 380,798 376,040 384,433 451,394 376,299 373,515 374,453 375,148 383,275 378,055 400,177 400,271 401,311 412,885 396,860 396,438 397,578 398,179 399,891 

8,953 9,874 10,636 10,130 9,310 11,564 9,681 9,204 7,385 7,371 7,379 7,403 8,055 8,077 8,064 8,069 8,030 8,018 8,021 8,024 7,987 

21,123 13,978 17,693 15,761 13,791 45,789 17,377 17,432 17,488 17,544 17,600 17,657 17,713 17,770 17,827 17,884 17,941 17,998 18,056 18,114 18,172 

- 573 418 - - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 

373,686 366,022 352,051 350,150 361,332 393,041 349,241 346,878 349,579 350,233 358,296 352,995 374,409 374,425 375,420 386,933 370,889 370,421 371,501 372,041 373,732 

(3) 143,066 148,180 154,955 155,900 152,719 155,389 135,617 144,334 144,649 145,447 130,552 134,934 137,639 139,893 141,444 140,834 144,691 153,011 152,445 162,271 171,244 

２． 10,261 5,943 5,419 4,948 4,490 4,026 3,556 3,082 2,620 2,166 1,722 1,283 865 458 144 75 31 8 - - - 

(1) 6,563 5,931 5,411 4,948 4,490 4,025 3,556 3,082 2,620 2,166 1,722 1,283 865 458 144 75 31 8 - - - 

(2) 3,698 12 8 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

(D) 617,981 609,556 598,386 593,943 587,067 662,267 567,006 572,691 573,710 583,150 576,203 575,192 599,870 602,081 604,627 615,795 603,855 612,003 612,845 623,549 634,511 

(C)-(D) (E) 125,925 109,688 78,261 28,166 55,912 27,114 55,569 19,743 20,726 12,019 5,437 10,291 18,940 14,480 10,758 25,784 27,502 12,075 15,294 4,621 41,237 

(F) 702 582 491 401 217 323 - - - - - - - - - - - - - - - 

(G) - 17 22 14 10 101 - - - - - - - - - - - - - - - 

(F)-(G) (H) 702 565 469 387 207 222 - - - - - - - - - - - - - - - 

126,627 110,253 78,731 28,553 56,119 27,336 55,569 19,743 20,726 12,019 5,437 10,291 18,940 14,480 10,758 25,784 27,502 12,075 15,294 4,621 41,237 

(I) 148,448 187,119 199,731 199,731 199,731 199,731 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 200,374 204,687 

(J) 1,842,666 1,792,142 1,866,551 1,979,940 2,044,316 1,841,208 1,646,800 1,756,970 1,803,971 1,770,346 1,677,890 1,575,423 1,550,396 1,582,379 1,723,933 1,906,200 1,881,299 1,729,307 1,518,346 1,327,173 1,171,720 

1,587,289 1,627,413 1,712,911 1,790,385 1,861,318 1,645,668 1,550,885 1,653,400 1,700,865 1,667,698 1,575,425 1,472,930 1,439,929 1,471,889 1,613,923 1,789,727 1,769,035 1,617,538 1,406,812 1,215,878 1,049,930 

175,622 85,167 74,405 93,596 104,470 98,974 96,431 104,172 103,705 103,245 103,061 103,089 111,109 111,132 110,649 117,150 112,916 112,419 112,182 111,942 122,498 

(K) 118,414 120,224 121,741 144,499 199,498 134,766 150,468 150,451 150,476 151,124 150,753 150,083 150,166 134,384 132,975 132,389 130,845 130,312 130,338 130,404 130,497 

21,946 20,760 20,737 21,194 21,495 21,964 21,907 21,879 21,856 22,033 21,243 20,896 19,678 3,867 2,437 1,385 553 - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8,955 5,801 7,992 20,929 75,632 - 23,514 23,525 23,573 24,044 24,463 24,140 25,440 25,470 25,491 25,956 25,244 25,265 25,291 25,357 25,450 

( I )

(A)-(B)

(L) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(M) 422,791 430,265 420,923 413,687 414,855 422,170 411,325 410,721 408,878 407,064 406,339 406,449 438,070 438,160 436,256 461,887 445,195 443,234 442,300 441,355 482,973 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(N) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(O) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(P) 422,791 430,265 420,923 413,687 414,855 422,170 411,325 410,721 408,878 407,064 406,339 406,449 438,070 438,160 436,256 461,887 445,195 443,234 442,300 441,355 482,973 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

投資・財政計画（収支計画）

45.0 45.2 45.3 45.4 49.2 42.4 

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

45.7 45.9 

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り
算 定 し た 資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

49.3 49.3 45.7 48.3 35.1 47.5 43.5 

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

48.8 49.0 累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 48.1 47.3 48.7 

経 常 損 益

う ち 未 払 金

特 別 損 失

特 別 損 益

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 現 金 預 金

そ の 他

営 業 外 収 益

特 別 利 益

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

収

支

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

受 託 工 事 収 益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　度
　区　　　　　分

43.4 

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入
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総務省様式第２号_（法適用企業・資本的収支）

（単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度

〔決算〕 〔決算〕 〔決算〕 〔決算〕 〔決算〕 〔予算〕 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値 計画値

１． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

２． 6,970 8,700 27,412 19,559 39,182 29,172 4,104 47,274 339 339 339 5,064 102,609 155,949 312,189 556,524 160,149 339 339 339 339 

３． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

４． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

５． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

６． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

７． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

８． - 4,860 - - 11,132 64,378 89,514 91,700 103,100 72,800 74,000 104,700 - - - - - - - - - 

９． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(A) 6,970 13,560 27,412 19,559 50,314 93,550 93,618 138,974 103,439 73,139 74,339 109,764 102,609 155,949 312,189 556,524 160,149 339 339 339 339 

(B) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(C) 6,970 13,560 27,412 19,559 50,314 93,550 93,618 138,974 103,439 73,139 74,339 109,764 102,609 155,949 312,189 556,524 160,149 339 339 339 339 

１． 70,294 220,320 80,778 27,975 169,485 258,084 338,039 136,739 158,639 204,042 266,496 329,451 254,806 242,562 310,417 565,073 349,729 311,385 381,542 358,699 381,756 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

２． 24,134 21,946 20,760 20,737 21,194 21,496 21,964 21,907 21,879 21,856 22,033 21,243 20,896 19,678 3,867 2,437 1,385 553 - - - 

３． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

４． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

５． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(D) 94,428 242,267 101,538 48,713 190,680 279,580 360,003 158,646 180,518 225,898 288,529 350,694 275,702 262,240 314,284 567,510 351,114 311,938 381,542 358,699 381,756 

(E) 87,458 228,707 74,126 29,154 140,366 186,030 266,385 19,672 77,079 152,759 214,190 240,930 173,093 106,291 2,095 10,986 190,965 311,599 381,203 358,360 381,417 

１． 83,048 213,181 68,833 27,460 125,826 186,030 235,011 7,241 62,657 134,210 189,963 210,980 149,929 84,240 - - 159,171 283,291 346,517 325,751 342,399 

２． - - - - - - 643 - - - - - - - - - - - - - 4,313 

３． - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

４． 4,410 15,526 5,293 1,693 14,540 0 30,731 12,431 14,422 18,549 24,227 29,950 23,164 22,051 2,095 10,986 31,794 28,308 34,686 32,609 34,705

(F) 87,458 228,707 74,126 29,154 140,366 186,030 266,385 19,672 77,079 152,759 214,190 240,930 173,093 106,291 2,095 10,986 190,965 311,599 381,203 358,360 381,417 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(G) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(H) 285,830 263,884 243,125 222,388 201,193 179,697 157,733 135,826 113,947 92,091 70,058 48,815 27,919 8,241 4,374 1,937 552 - - - - 

○他会計繰入金

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

〔 決 算 〕 〔 決 算 〕 〔 決 算 〕 〔 決 算 〕 〔 決 算 〕 〔 予 算 〕

149,953 160,361 149,314 126,043 141,397 142,142 138,936 107,968 110,403 110,981 115,213 119,414 118,985 118,054 119,542 121,533 128,228 123,654 128,910 129,861 135,647 

53,188 47,550 44,801 9,078 27,652 28,399 16,192 19,370 14,830 20,349 21,807 21,962 25,154 31,017 24,881 28,140 32,314 37,606 37,116 46,892 48,140 

96,765 112,811 104,513 116,965 113,745 113,743 122,744 88,598 95,573 90,632 93,406 97,452 93,831 87,037 94,661 93,393 95,914 86,048 91,794 82,969 87,507 

6,970 8,700 27,412 19,559 39,182 29,172 4,104 47,274 339 339 339 5,064 102,609 155,949 312,189 556,524 160,149 339 339 339 339 

213 223 234 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6,757 8,477 27,178 19,559 39,182 29,172 4,104 47,274 339 339 339 5,064 102,609 155,949 312,189 556,524 160,149 339 339 339 339 

156,923 169,061 176,726 145,602 180,579 171,314 143,040 155,242 110,742 111,320 115,552 124,478 221,594 274,003 431,731 678,057 288,377 123,993 129,249 130,200 135,986 

投資・財政計画（収支計画）

令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和11年度 令和12年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度令和4年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金

資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に
不 足 す る 額 (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A) の う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越
さ れ る 支 出 の 財 源 充 当 額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　度
　区　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　度
　区　　　　　分

令和13年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

経営比較分析表（令和元年度決算）
千葉県　印西市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

123.79 836.20 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 103,513

－

- 90.49 17.40 3,960 17,694 11.17 1,584.06 【】

全体総括

　印西市内には、当市営水道の他に２事業体があ
り、水道料金の差が大きくならないような料金単価
としているため、類似団体と比較して料金回収率が
低い。
　また、水道の大口需要者が、水道と井水を併用し
ている状況が続く限り、給水収益の改善は難しいの
で、今後とも経営の効率化に努める必要がある。
　現在は、管路の更新需要は高くないが、今後の更
新については実状に合った計画を作り進めていきた
い。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　印西市水道事業は、印旛広域水道からの受水の割
合が高く、高額なため、受水費の経営に与える影響
が非常に大きくなっており、給水原価が高くなって
いる。
　一方、印西市内には、当市営水道の他に県営水
道、長門川水道企業団の２事業体があり、水道料金
の差が大きくならないような料金単価としているた
め、供給単価は給水原価を大きく下回り、料金回収
率が低い。
　これを埋めるため、市、県から高料金対策の補助
金を受け、経常収支比率は１００％付近を保ってい
る。
　企業債残高対給水収益比率は、新たな企業債の借
入がなく、また償還も進んでいることから、類似団
体と比較し、低い数値で推移している。

2. 老朽化の状況について

　水道事業としては、供用開始が昭和５７年と比較
的に後発であるため、全体的には老朽化は深刻では
ない。なお、有形固定資産減価償却率が平成２６年
度から数値が大きく増加したのは、公営企業会計制
度の見直しがあり、みなし償却制度が廃止されたた
め、受贈財産の減価償却が行われたことによるも
の。
　一部の地区の有収率が低下していたため、随時の
漏水調査、漏水修繕に加え、平成２８年度から３箇
年かけて布設替えを計画し、施工しているところで
ある。

2. 老朽化の状況

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.22 0.29 0.53 0.39 0.00

平均値 0.99 0.71 0.54 0.50 0.52

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00

116.00

118.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 106.88 116.26 113.40 108.73 104.74

平均値 111.21 111.71 110.05 108.87 108.61

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 55.66 57.00 57.08 58.82 60.82

平均値 47.46 48.49 48.05 48.87 49.92

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 9.71 12.79 13.39 14.85 16.88

①経常収支比率(％)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 1.93 1.72 2.64 3.16 3.59

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 1,521.26 1,556.12 1,490.67 1,533.23 1,370.22

平均値 391.54 384.34 359.47 369.69 379.08

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 71.98 67.74 61.61 57.87 53.98

平均値 386.97 380.58 401.79 402.99 398.98

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 76.95 76.30 79.62 78.93 78.03

平均値 101.72 102.38 100.12 98.66 98.64

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 326.35 326.64 315.73 316.21 318.32

平均値 168.20 168.67 174.97 178.59 178.92

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 63.26 62.49 63.06 62.59 61.20

平均値 54.77 54.92 55.63 55.03 55.14

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

H27 H28 H29 H30 R01

当該値 93.52 93.72 93.47 93.04 93.50

平均値 82.89 82.66 82.04 81.90 81.39

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】

【49.59】 【19.44】 【0.68】
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